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【手続補正書】
【提出日】平成24年3月9日(2012.3.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
　前記メタルスリーブがニッケルスリーブであることを特徴とする請求項１～３のいずれ
か１項記載のグラビア製版ロール。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　ペルヒドロポリシラザン溶液を原料として形成した二酸化珪素被膜を形成する場合、前
記銅メッキ層の厚さが５０～２００μｍ、前記グラビアセルの深度が５～１５０μｍ、及
び前記二酸化珪素被膜の厚さが０．１～１０μｍ、好ましくは０．１～５μｍ、さらに好
ましくは０．１～３μｍ、より好ましくは０．１～１μｍである。
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